
栄中学校P甘A規約

第1章 名称及び目的
第1条本会は、栄町立栄中学校P甘Aと称し、事務局を栄中学校内に置く。
第2条本会は、保護者と教職員が協力して、家庭、学校、地域社会における生徒の健全な成長を図

ることを目的とする。

第2章 活動及び方針
第3条本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1)学校及び家庭における教育の振興に関すること。
(2)生徒の校外生活の指導及び交通指導に関すること。
(3)会員の研修及び親睦に関すること。
(4)学校の教育環境の改善に関すること。
(5)広報活動に関すること。
(6)その他、目的達成のために必要なこと。

第4条本会は、自主的な民主的団体として不当な支配や干渉を受けず、次の内容を活動方針とする。
(l)生徒の教育及び福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。
(2)特定の政党や宗教に偏ることなく、又は営利を目的とするような行為は行わない。
(3)本会又は役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。
(4)学校の管理や教職員人事に関することは干渉しない。

第3章 会員
第5条 本会の会員(以下「会員」という)になることのできる者は、次のとおりとする。

(1)本校に在籍する生徒の保護者又はこれに代わる者
(2)本校に勤務する教職員

第6条会員は、すべての平等の権利と義務を有し、サポーター活動として、第3条に掲げる活動に
取り組むものとする。

第4章 会計
第7条 本会の活動に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入によってまかなわれる。
第8条 会員は、会費を一世帯当たり月額300円納めなければならない。
第9条 本会の会計は、定期総会において議決された予算に基づいて行われる
第10条本会の決算は、会計監査を経て総会に報告し、承認を得なければならない。
第11条本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31目に終わる。

第5章 役員及び選出
第12条本会の役員は、次のとおりとする。

‡彊会長 霧鰭名を教職員とする)
2 前項の役員は、会長を除き、本会の活動の実情に応じて若干の増員をすることができる。
条 役員は、会計監査委員を兼ねることはできない。
条 役員の任期は、 1年とする、但し、再任は妨げない」で土木 ’l文具>ノl」_刃」Yd」ヽ ⊥ 丁 」 フ’dヽ l」=⊥∴し/ヽ 事」 l-⊥一葛くれノンノ事ノ“oヽ’ 0

15条 役員の候補者を選考するときは、役員候補選考委員会(以下「選考委員会」という。)を
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置く。

(1)選考委員会の構成、任務は細則で定める。
(2)選考委員会の委員は、その任務を終了したとき解任される。

第6章 役員の任務
第16条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が不在の場合はその職務を代行する。また、サポーター活
動の代表として活動を統括する。
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(3)会計は、本会の全ての会計を処理し、総会において会計監査委員の監査を麓だ決算報告を
する。

第了章 会計監査委員

第l了察 本会の会計を監査するために望名の会計監査委員を置くo
第18条会計監査委員は、その年度の会計を監査し、その繚某を定期総会に報告する〇
第19条 会計監査委員は、会員以外から選出する。
第20条 会計監査委員は、必要に応じ随時会計監査を行うことができる〇
第蜜1条 会計監査委員の任期は、 1年とする。

第8華 総 会

第貌条 総会は、全会員をもって構成され、本会の最高議決機関である〇
第2露条総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年互月に、臨時総会は運営委員会が必要

と認めるとき、又は会員の1I10以上から要求があったとき紀聞躍する。
窮艶条総会は会長が招集し、会員の1I蜜以上接任状を含む)が出席しなければ開会することは

できない。
第泌条 総会の議事は出席者の過半数の同憲をもって決定する。

第9牽 運営委員会

第登6条運営委員会は、役員により構成し、会長が必要と認めるときに開催し、議事は出席者の過
半数をもって決定する。

第盆了察運営委員会は、総会に次ぐ決定機関とし、その任務は次のとおりとするo
(1)総会の開催及び総会提出議案の審議
(功各サポーター活動の審議と運営
軸その他必要事項の審議と運営

第宴8条臨時の事項について、運営委員会が必要と認めるとき暗、特別委員会を設置することがで
きる。

第29桑 校長は、運営委員会の会議に出席して憲兄を述べることができる韓

第1寄章慶弔規定
籠鮒条 本会の慶弔については、別に定める規程に基づき運用する〇

第11章 規約の改丑及び細則の制定

第昌1粂本規約は、総会の議決を経なければ改正できないo但し、運営委員会の承認を経て、総会
の議決を経るまで経過的な措置をとることができる。

第昌盆条本会の運営に関する必要な細則は、この規約に反しない限卵こ勘、て運営委員会の議決を
経てことができる。

第昌昌条運営委員会は、細則を制定又は改廃した場合、その結果を次期総会において報告しなけれ
ばならない。

附則
l 本会則は、昭和48年4月登隼田より実施する。
盆 暗和む9年吐月、第1露条、第14条、第1寄集の-部改正
3 昭和館年互月、第13条、第1呂条、第1了察の一部改正
4 平成6年互月望1日、全面改正、同日より菜施する種

昏平成工作牢4月欝日、第4条の盆、第認条の蜜、第甜菜、第輔薬、第蕪条を紐、同日より葵施
6 平成1豊年4月1粥、第了察を改重、(同日より賽施するo
了 平成14年4月1磐田、第1登章を追加し、同日より実施する寄
8 平成50年4月1場日、第推察を一部改重し、同日より実施するo
9 平成27年4月1日、全面改正同日より実施する。
1勘令和豊年患月、第1密集の一部改正
11令和4年4月欝日、全面改正、同日より実施するo
1露命和呂年互月21日、窮地条の登、篭、互、窮16条の登、 4、を-部改正し、同貼り実施する。
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